
件名：令和７年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業

公告日：令和７年３月７日

入札日：令和７年４月１８日

質問番号 質　　　　　　　問 回　　　　　　　　答

1

（文書名） 「令和7年度小笠原諸島固有森林生態系保全・

修復等 委託 事業」仕様書

 

第４ 業務の内容及び実施方法

３．保護林モニタリング調査

 （１）目的

令和7年度の「保護林モニタリング評価専門委員会」が予

定される時期を教えてください。

・令和7年度の「保護林モニタリング評価専門委員

会」については、1月から２月頃を予定しています。
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（文書名） 「令和7年度小笠原諸島固有森林生態系保全・

修復等 委託 事業」仕様書

 

第４ 業務の内容及び実施方法

３．保護林モニタリング調査

 （１）目的

 「調査結果については、保護林モニタリング評価専門委員

会において保護林等の現状評価を行い、関東森林管理局保

護林管理委員会において評価結果を踏まえて今後の保護・

管理やモニタリングのあり方を検討することとする。」と

されていますが、この目的に係る作業内容については記載

がありません。

”保護林等の現状評価”や”今後の保護・管理やモニタリング

のあり方を検討すること”については各委員会においてな

されるもので、本委託事業受託者は当該の委員会の開催や

出席は不要と考えてよいでしょうか。

・本委託事業の受託者は、「保護林モニタリング評

価専門委員会」への出席は見込んでいません。

また、保護林等の現状評価や今後の保護・管理やモ

ニタリングのあり方を検討することについては各委

員会においてなされるものです。

なお、評価委員会へ提出する資料作成を見込んでい

ます。

入札説明書等に対する質問回答書
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3

（文書名） 「令和7年度小笠原諸島固有森林生態系保全・

修復等 委託 事業」仕様書

 

第４ 業務の内容及び実施方法

３．保護林モニタリング調査

 （３） 調査内容

  ウ

「最新衛星画像等と比較」とありますが、小笠原諸島で

は、父島列島の空中写真が2014年、母島列島では2023年

が最新と思われます。一方、解像度1m以下の超高解像度

衛星画像は2023年や2025年にMaxar Technologies社に

よって撮影されているようです。

超高解像度衛星画像の購入費用は積算されていますか。

・衛星画像等の購入費用は見込んでいないことか

ら、無料で使用できるものや関係行政機関等から借

用が可能なものなどの範囲での実施とします。
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（文書名） 「令和7年度小笠原諸島固有森林生態系保全・

修復等 委託 事業」仕様書

 

第４ 業務の内容及び実施方法

4．成果品の提出

 （１）報告書の作成及び作成部数等

  イ 保護林モニタリング調査

   （エ）

報告書、各種調査野帳、画像等の各種データを格納した電

子媒体はCD-R等と思われますが、枚数を教えてくださ

い。

・CD-Rにて３枚を想定しています。
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（文書名） 「令和7年度小笠原諸島固有森林生態系保全・

修復等 委託 事業」仕様書

 

第６ 小笠原諸島森林生態系保護地域部会等の運営

１．小笠原諸島森林生態系保護地域部会等の運営及び開催

 （２）会議の開催

  ア 小笠原部会

委員について、「本州在住者２名及び小笠原村在住者６名

（うち２名は母島在住）の計６名程度をもって構成す

る。」とあります。

別紙4-1の内訳表のとおり、計８名と考えてよいでしょう

か。

・仕様書本文の誤りです。

別紙4-1の検討委員会及び小笠原部会等委員等内訳の

とおり、計８名を想定しています。
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（文書名） 「令和7年度小笠原諸島固有森林生態系保全・

修復等 委託 事業」仕様書

 

第６ 小笠原諸島森林生態系保護地域部会等の運営

１．小笠原諸島森林生態系保護地域部会等の運営及び開催

 （２）会議の開催

  イ 現地連絡会

 

別紙4-1 検討委員会及び小笠原部会等委員等内訳

１．各種委員会等

 （３）現地連絡会

現地連絡会の会員について、仕様書本文では「父島在住５

名、母島在住２名（ともに民間人）の計７名をもって構

成」と記載されています。一方、別紙4-1 にあげられてい

る団体は 6団体です。会員の合計は、別紙4-1 の表にある

団体から各1名、計6名 と考えてよいでしょうか。また会

員の内訳は、父島在住5名、母島在住1名の想定でしょう

か。

・一覧表の誤りです。

本文のとおり、父島5名、母島2名、計７名を想定し

ています。
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